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【仕組みの概略図】

負担金の拠出補償対象保険金  
支払に係る資金援助

資金貸出

保険金等の支払 財政措置※5

●救済保険会社が現れた場合

救済保険会社

保護機構 会員保険会社

民間金融機関等

国保険契約者等

資金援助

保険契約の全部・一部の移転
合併、株式取得

保険金請求権等の買取り
※6

補償対象
保険金の支払

※6

破綻保険会社

保険金請求権等の買取り
※6

負担金の拠出補償対象保険金  
支払に係る資金援助

保険契約の引受け

保険契約の承継
資金貸出

財政措置※5保険金等の支払

●救済保険会社が現れない場合

会員保険会社

民間金融機関等

国保険契約者等

補償対象
保険金の支払

※6

破綻保険会社 保護機構
承継保険会社

※5��上記の「財政措置」は、2027年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等
の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。

※6��破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。
この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。（高予定利率契約については、前ページの※2に
記載の率となります。）

補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、
法令の改正により変更される可能性があります。

生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合わせ先
生命保険契約者保護機構 
TEL 03-3286-2820
月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）  午前9時～正午、午後1時～午後5時
ホームページアドレス　https://www.seihohogo.jp
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「一般社団法人生命保険協会」は、保険業法に基づき
「生命保険業務に関する紛争解決業務を行う者」の指定
を受けた紛争解決（ＡＤＲ注）機関です。当社は、一般社
団法人生命保険協会との間で紛争解決等業務に関する
生命保険会社の義務等を定めた契約を締結しておりま
す。

①一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、
電話・文書（電子メール・ＦＡＸは不可）・来訪により
生命保険に関する様々な相談・照会・苦情をお受けし
ております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電
話にてお受けしております。

②ご利用にあたっては所定の手続きが必要となります。
詳細については、右記の一般社団法人生命保険協会ホ
ームページをご覧ください。

【指定紛争解決機関のご連絡先】
一般社団法人生命保険協会　生命保険相談所
電話 03-3286-2648
所在地 〒100-0005 
　　　 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階
受付時間 午前9時〜午後5時（土・日曜、祝日、年末年始を除く）
ホームページアドレス
https://www.seiho.or.jp/contact/index.html

注：ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続）とは、身の回りで起こるトラブルを裁
判ではなく、中立・公正な第三者に関わってもらいながら柔軟な解
決を図る手続きです。

※当社の取り扱った損害保険につきましては、「一般社団法人日本損害
保険協会」（そんぽＡＤＲセンター）を利用し、苦情および紛争の解決
を図ることができます。詳細につきましては、下記のホームページを
ご覧ください。
　［ホームページアドレス］　https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html
※当社の取り扱った投資信託につきましては、特定非営利活動法人「証
券・金融商品あっせん相談センター」（ＦＩＮＭＡＣ）を利用し、苦情
および紛争の解決を図ることができます。詳細につきましては、下記
のホームページをご覧ください。
　［ホームページアドレス］　https://www.finmac.or.jp/

◆生命保険業務に関する指定紛争解決（ＡＤＲ）機関について


